
議案第２号資料 予防課 

 

１ 改正の理由 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに  

関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和  

７年総務省令第１０１号）及び対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔

距離に関する基準の一部を改正する件（令和７年消防庁告示第１０号）が

令和７年１１月１２日に公布されたこと、及び消防庁次長から通知（令和

７年１１月１２日付け消防予第４４４号）されたことに伴い、所要の改正

を行うものである。  

 

２ 改正の概要  

⑴ 従来の浴場等建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外のテン

トやバレルに放熱設備を設置する事例が全国で増加している。現行のサ

ウナ設備は、浴場等の建物内に設置することを想定したものとなってい

ることから、屋外のテントやバレルに設ける放熱設備で、定格出力６キ

ロワット以下、かつ、薪又は電気を熱源とするものを簡易サウナ設備と

して新設し、構造や安全装置に関する規定の整備を行うもの。  

⑵ 住宅における火災の予防を推進するための施策に、感震ブレーカーの

普及促進を明記するもの。  

 

３ 他自治体の類似する政策等 

  他の自治体においても同様の条例改正が行われる見込みである。 

 

４ 組合市市民参加の実施の有無とその内容 

  なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

⑴ 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱い

に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令  

（令和７年総務省令第１０１号）  

 ⑵ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を

改正する件  

（令和７年消防庁告示第１０号）  

 ⑶ 火災予防条例（例）  

（昭和３６年１１月２２日付自消甲予発第７３号）  

 ⑷ 令和７年１１月１２日付消防予第４４４号消防庁次長通知  

 

 

 

 



６ 条例制定による予算措置 

  なし 

 

７ 添付資料 

新旧対照表 


